
こんにちは！神奈川消防署です

神奈川消防署 横浜市神奈川区広台太田町3-8 Tel.045-316-0119

横浜市HP
住宅用火災警報器

二次元コード

住宅用火災警報器
とは何ですか？

住宅用火災警報器とは、
主に一般住宅向けの火災
警報器で、火災の煙や熱
を感知し音声や警報音で
火災の発生を早期に知ら
せるものです。火災によ
る被害を軽減させるのに
大変有効です！

設置しなければい
けないの？

消防法等により、平
成23年６月から既存
の一般住宅にも設置
が義務化されていま
す！

どこにつければい
いの？

寝室やキッチンの天井
や壁に設置し、戸建住
宅の２階以上に寝室が
ある場合などには階段
にも設置します！共同
住宅では、すでに消防
用設備が設置されてい
る場合があり、3階建て
以上の戸建住宅では
様々なパターンがあり
ますので、詳細は横浜
市HPをご覧ください。
※下の二次元コードから
ご覧ください。

設置して効果はあ
るの？

下のグラフにあるよ
うに、火災による被
害が軽減していま
す！

出典：横浜市HP 住宅用火災警報器

高いところに設置
するのが大変･･･

消防署では、身体的
な理由などでご自身
で設置が難しい場合
に、設置の支援をし
ています！
※設置する機器はご自身
でご準備ください。

住宅用火災警報器の設置に関するお問合せは、神奈川消防署
総務・予防課予防係までご連絡をお願いします！
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